
別添１ 

管理権原者が分かれている場合の再講習の対象となる防火管理者の例 

 

 

管理権原者Ａ 
事務所（収容人員１０人） 
管理権原者Ｂ 
事務所（収容人員４０人） 
管理権原者Ｃ 
店舗 （収容人員３０人） 
 

     ～ 
 
管理権原者Ｄ 
飲食店（収容人員３０人） 

防火管理者 a
乙種防火管理講習の課程修了 

防火管理者 b
新規講習の課程修了者 

防火管理者 d 
新規講習の課程修了 

防火管理者 c
令第３条第１項第１号ハに定める者 

義務無し 

規則第２条の２

に該当 

義務無し 

規則第２条の２

に該当 
 

義務無し 

令第３条第１

項第１号イに

非該当 
 

義務有り 

規則第２条の３

に該当 
 

規則第２条の３の適用 

a b c d 

再
講
習
課
程
修
了
の 
義
務 

・ 令別表第一（１６）項イ 
・収容人員３００人 
・甲種防火対象物 


